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地域型保育事業の利用定員等について 

１．概要 

 市町村長が地域型保育給付費の支給にかかる施設として確認する「地域型保育事業」 

においては、子育て支援法第 43条第 3項の規定により利用定員を定めようとするとき 

は、児童福祉審議会等での意見聴取を必要とする。 

 

２．新設小規模保育施設一覧 

 

 施設名 

設

置 

主体 

住所 
連携 

施設 
類型 0歳 

1歳 

2歳 

定員 

（人） 
開園時期 

1 ひなた保育園 特非 下矢切 保育園 B型 2 10 12 平成 28年 8月 

2 さわらび保育園 松戸

駅西口ルーム 

社福 本町 保育園 A型 6 12 18 平成 28年 9月 

3 東松戸ニコニコ保育園 株式 東松戸 保育園 B型 3 16 19 平成 28年 10月 

4 ひぐらし中央保育園 有限 日暮 保育園 B型 2 17 19 平成 28年 12月 

5 ほほえみ保育園 合同 秋山 保育園 B型 3 16 19 平成 28年 12月 

6 へいわみのり保育室 社福 松戸 保育園 A型 0 12 12 平成 29年 1月 

7 へいわこえだ保育室 社福 松戸 保育園 A型 3 8 11 平成 29年 1月 

8 こすもすベビールーム 

新松戸第 2ルーム 

株式 新松戸 保育園 A型 3 16 19 平成 29年 4月 

9 キッズルームいずみ 

松戸新田 

株式 松戸新田 幼稚園 B型 3 12 15 平成 29年 4月 

10 
新松戸すずらん保育園 

 
株式 新松戸 

保育園 

幼稚園 
A型 3 16 19 

平成 29年 4月 

11 ゆいまーる保育園 

中和倉 

有限 中和倉 保育園 A型 3 12 15 平成 29年 4月 

12 音のゆりかご  

ＤＯＬＣＥ ＲＯＯＭ 

社福 紙敷 保育園 A型 3 12 15 平成 29年 4月 

13 小山保育ルーム 社福 小山 保育園 B型 3 9 12 平成 29年 4月 

増 員 37 186 223  

※設置主体：社福→社会福祉法人、株式→株式会社、有限→有限会社、特非→特定非営利活動法人、 

合同→合同会社 

 

３．利用定員変更 

 

 
施設名 0歳 1．2歳 定員（人） 変更時期 備考 

変更前 パルコナーサリー 3 16 19  移転による利用定員変更 

併せて名称変更も行う 変更後 コモレビナーサリー 0 18 18 平成 29年 4月 

増減員 -3 2 -1   

 


